
山鹿市告示第３２号● 

 

山鹿市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

 

令和８年３月２３日 

 

山鹿市長●早 田 順 一 

 

 

●●●山鹿市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

山鹿市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成２７年山鹿市告示第１４８号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条、第８条関係） 

事業の種類 事業名 対象者 事業内容 

サ

ー

ビ

ス

事

業 

訪問型サービス

（第１号訪問事

業） 

訪問介護 居宅要支援

被保険者 

訪問介護員等が利用者の自宅を訪問

し、介護予防を目的として、入浴、

排せつ、食事等の介護、調理、洗

濯、掃除等の家事、生活等に関する

相談及び助言その他の利用者に必要

な日常生活上の支援を実施する事業 

訪問型運動

機能評価事

業（短期集

中型） 

居宅要支援

被保険者又

は厚生労働

大臣が定め

る基準に該

当する者 

作業療法士、理学療法士等が利用者

の自宅を訪問し、必要な相談・指導

等を実施する事業 

訪問看護事

業（短期集

中型） 

保健師、看護師等が利用者の自宅を

訪問し、必要な相談・指導等を実施

する事業 

通所型サービス

（第１号通所事

業） 

通所介護 居宅要支援

被保険者 

通所介護施設に通う利用者に対し、

入浴、排せつ、食事等の介護、生活

等に関する相談及び助言、健康状態

の確認その他の利用者に必要な日常

生活上の支援及び機能訓練を実施す

る事業 

運動型通所

事業（短期

集中型） 

居宅要支援

被保険者又

は厚生労働

通所介護施設に通う利用者に対し、

日常生活に支障のある生活行為を改

善するために、利用者の個別性に応



大臣が定め

る基準に該

当する者 

じて次の項目を複合的に実施する事

業 

(1) 運動機能向上 

(2) 栄養改善 

(3) 口腔機能向上 

(4) 膝痛・腰痛対策 

(5) 閉じこもり予防支援 

(6) 認知機能の低下予防支援 

(7) うつ予防支援 

(8) 日常生活動作及び手段的日常生

活動作の改善 

 

介護予防拠

点等通所事

業 

居宅要支援

被保険者、

厚生労働大

臣が定める

基準に該当

する者又は

居宅要介護

被保険者で

あって、要

介護認定を

受ける日前

から当該事

業を利用し

ている者の

うち、要介

護認定後も

継続して利

用する者 

利用者に対し、地域の身近な通いの

場において、社会参加へのきっかけ

づくり及び介護予防を目的としたサ

ービスを実施する事業 

その他の生活支

援サービス（第

１号生活支援事

業） 

家事支援事

業 

居宅要支援

被保険者又

は厚生労働

大臣が定め

る基準に該

当する者 

ボランティア等の多様な人材を活用

し、利用者の個別性に応じた生活維

持のために必要な調理、掃除等の支

援を実施する事業  

生活支援サ

ポート事業 

ボランティア等の多様な人材を活用

し、利用者の個別性に応じた生活維

持のために必要な支援（家事支援事

業に係るものを除く。）を実施する

事業 



介護予防ケアマネジメント

（第１号介護予防支援事業） 

介護予防及び日常生活支援を目的と

して、利用者の心身の状況、置かれ

ている環境その他の状況に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な事業

が包括的かつ効率的に提供されるよ

う必要な援助を実施する事業 

 

  

一

般

介

護

予

防

事

業 

介護予防把握事業 第１号被保

険者 

地域の実情に応じて収集した情報等

の活用により、閉じこもり等の何ら

かの支援を要する者を把握し、介護

予防活動へつなげる事業 

介護予防普及啓

発事業 

出前講座事

業 

公民館等で、介護予防に関する情報

の提供、健康講話等を実施する事業 

介護予防教

室事業 

体力測定、健康相談等を行い、年齢

に合わせた介護予防について指導す

る事業 

地域介護予防活

動支援事業 

地域型介護

予防サロン

事業 

地域の身近な通いの場等で、介護予

防体操、健康相談、健康講話等を実

施する事業 

介護予防サ

ポーター事

業 

市民 介護予防に関する知識向上のため介

護予防サポーター養成講座を開催

し、地域で活動できる人材の育成を

図る事業。 

一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の

達成状況等を検証し、一般介護予防

事業の評価を行う事業 

地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能

強化するために、通所介護事業所、

訪問介護事業所、地域ケア会議、サ

ービス担当者会議その他住民主体の

通いの場等へのリハビリテーション

専門職等による技術支援、助言等を

行う事業 

 

 別記様式を次のように改める。 

 

 

  



別記様式（第４条関係） 

山鹿市介護予防・生活支援サービス事業利用申請書 

     年   月   日  

（宛先）山鹿市長              

                  申請者  住所              

                                      氏名    

山鹿市介護予防・生活支援サービス事業を利用したいので、次のとおり申請します。 

※太枠内を記入して下さい。 

氏 名  性 別 男・女 

生 年 月 日 年   月   日（  歳） 電 話 番 号  

把握経路 把握事業・介護保険新規申請・更新（サービス変更）・その他 

被保険者番号  

契約書／同意書 □新規  □契約済（必要時：契約更新に係る同意書 □ ） 

現在のサービス利用 □なし  □あり（                   ） 

認

定

状

況 

□あり 

認定情報を記入 

認定区分  

認定期間 年  月  日～   年  月  日 

□なし 

事業対象者 

該当項目にレ点 

□全体 ／２０ □運動 ／５ □栄養 ／２ □口腔 ／３ 

□Ｎｏ.１６に該当 □認知 ／３ □うつ ／５ 

利用を希望する内容 

利用サービス 詳細（事業所名・曜日 等） 

①訪問介護事業  

②訪問型運動機能評価事業  

③訪問看護事業  

④通所介護事業  

⑤運動型通所事業  送迎（有・無） 

⑥介護予防拠点等通所事業  送迎（有・無） 

⑦家事支援事業 調理・掃除 

⑧生活支援サポート事業  

利用希望開始日   年  月  日 ～ 

担当記入欄 

（ 申請理由 等） 

 

 

 

 

担当者氏名 

  

山鹿市記入欄 

受付（決定）年月日 上記の申請については、次の

とおり決定する。 

 

承認する・承認しない 

【決定内容】 

 

※承認しない場合の理由 担当者  

                



附●則 

この要綱は、令和８年  月  日から施行する。 


